








<はじめに> 

 吃音児の臨床指導において、母親の子どもとの相互交渉行動に問題が見い出されること

が非常に多い(Wakaba 1986b)。吃音児の両親・あるいは母親に問題があることが研究上の

知見に基いて指摘されるようになったのは、1950 年代以降のことであり、このような研究

は散見される。Concur(1952)は、“吃音児の母親は過保護であり、要求水準が高く、批判的

で、非常に支配的である。"ことを指摘し、Kinsley(1961)は“吃音児の母親は、内面化さ

れた拒否(covert rejection)、あるいは外面的な拒否(overt rejection)を示すことが多い。

ことを明らかにしている。 

 このような母親の子どもに対する態度は、子どもとの相互交渉場面において具体的な行

動として顕在化されると考えられる。 

 また、言語治療機関や育児相談あるいは教育相談機関等を訪れる吃音児の母親は、子ど

もの吃音に対処するためには、子どもに対する態度を受容的なものに変化させることとか、

子どもの言語行動を注目、訂正、拒否することを止めるなどの言語的応対のしかたをかえ

るなどの一般的なガイダンスを受けるのが通常である。しかしながら、ガイダンス場面に

おいて、助言指導者から、ことばを使って一般的な配慮事項を聞かされたのみでは、母親

の十分な態度の変化が生じないことが多い。各母子相互の具体的なかゝわり状況における

問題点を、母親が客観的に認識・改善していくような方向を探っていくことが必要である。

このためには、母親自身の母子相互交渉場面のビデオ録画記録を、客観的資料として利用

することが有効であった(若葉 1986a)。 

 吃音児の母親の母子相互交渉状況を客観的に分析することは、母親の子どもに対する態

度や母親指導のための基礎的情報を知る上で重要である。 


